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 佐賀県鹿島
か し ま

市の歴史的風致維持向上計画を認定 
～九州では１０都市目、佐賀県内では３都市目の認定～ 

 

歴史まちづくり法第５条に基づき、鹿島市
か し ま し

浜中町
はまなかまち

八本
はちほん

木
ぎ

宿
しゅく

伝統的建造物群保存地区等の周辺整備を位置づけた佐賀県鹿

島市の歴史的風致維持向上計画について、３月２６日付けで主

務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）が認定

します。  

九州地方では、これまで９都市が認定を受けているところで

あり、１０都市目の認定となります。  

なお、当日は下記のとおり、田中国土交通大臣政務官が、 

主務大臣連名の認定証を市長に対して直接交付します。  
 

記 

１．日  時  平成３１年３月２６日（火）１１：３０～ 

２．場  所  国土交通省（中央合同庁舎３号館）４階 

田中国土交通大臣政務官室（東京都千代田区霞が関２－１－３） 
 

※報道関係者に限り取材ができます。取材及びカメラ撮りについては、冒頭より認定証の手交まで

となります。認定式終了後、各市長へのぶら下がり取材が可能です。 

※取材をご希望の方は、11:15 までに４階エレベーターホールにお集まりください。 

※国会審議等の状況により、開催時間が変更となる場合があります。 

【問い合わせ先】 

（別紙についての問い合わせ先） 

●九州地方整備局 建政部 都市整備課長 岩井、建設専門官 門垣 

TEL：092(471)6331(内線 6161,6163) 

（認定式・計画内容等の問い合わせ先） 

 ●国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室 富所、髙岡    

TEL：03(5253)8111(内線 32983,32933) 03(5253)8954（直通） 

FAX：03-5253-1593 

 ●文化庁 文化資源活用課 田中、樋口 

TEL：03(5253)4111(内線 2860,2738)    03(6734)4760（直通） 

 ●農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 久保、清藤 

          TEL：03(3502)8111(内線 5534)         03(3502)6004（直通） 



【鹿島市浜庄津町浜金屋町 

伝統的建造物群保存地区】 

○歴史的風致維持向上計画とは  

「歴史まちづくり法」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援す

べく平成２０年５月に公布され、同年１１月に施行されました。  

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致に

ついて、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法律上の特

例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものです。 

○歴史的風致維持向上計画の概要 

鹿島市歴史的風致維持向上計画（佐賀県鹿島市 認定申請日 H31.2.20） 

重要伝統的建造物群保存地区「鹿島市
か し ま し

浜中町
はまなかまち

八本
はちほん

木
ぎ

宿
しゅく

伝統的建造物群保存地区」及び「鹿島市浜庄津町
はましょうづまち

浜
はま

金屋町
か な や ま ち

伝統的建造物群保存地区」並びにその周辺地域と、浜
はま

祇園
ぎ お ん

祭
まつり

や祐
ゆう

徳
とく

稲荷
い な り

神社への参拝といった伝統的行事等から

なる歴史的風致の維持向上を図るため、重要伝統的建造

物群保存地区の歴史的建造物等の保存修理、祐徳稲荷神社

の参道の美装化、伝統行事で使用する用具の修理や後継者

育成に係る支援に関する事業等が位置づけられています。 

○九州地方整備局管内における認定都市 

九州地方整備局管内ではこれまでに９都市が認定を受けており、今回の鹿島市の認定

により計１０都市となります。佐賀県内では佐賀市、基山町に次いで３都市目になりま

す。（全国では７６都市） 

九州地方整備局管内においてこれまでに認定を受けた都市 

市町村名 認定日 

熊本県山鹿市 平成２１年 ３月１１日  

福岡県太宰府市 平成２２年１１月２２日  

佐賀県佐賀市 平成２４年 ３月 ５日  

宮崎県日南市 平成２５年１１月２２日  

大分県竹田市 平成２６年 ６月２３日  

福岡県添田町 平成２６年 ６月２３日  

熊本県湯前町 平成２９年 ３月１７日 

福岡県宗像市 平成３０年 ３月２６日 

佐賀県基山町 平成３１年 １月２６日 



⿅島市の維持向上すべき歴史的⾵致

①肥前浜宿に息づく⼈々の営みにみる
歴史的⾵致

肥前浜宿は⽩壁の町家が特徴的な浜中町⼋本⽊宿
と草葺の町家が並ぶ浜庄津町浜⾦屋町を中⼼とし

⿅島市は、多良岳⼭系の⼭々と有明海の⼲潟に囲まれた⾃然豊かな都市である。肥前浜宿には重要伝統的建造物群保存地区に選定された浜中町⼋本⽊宿と浜庄津町浜
⾦屋町があり、歴史的建造物が多数残っているのみならず、醸造業、漁業といった営みや祭事が受け継がれている。周囲には多くの参詣者を集める祐徳稲荷神社や、往
時を偲ばせる⿅島城址があり、季節の訪れを感じさせる⾏事が続いている。また、市内⼀帯において、⺠俗芸能である多様な浮⽴や地域独特の獅⼦舞が継承されている。
このように歴史的な建造物や歴史まちなみと伝統を反映した活動が⼀体となって、本市固有の歴史的⾵致を形成している。

②祐徳稲荷神社参拝と地域の営み
にみる歴史的⾵致

江⼾時代に創建された祐徳稲荷神社は現在まで多
くの参拝者を集めており、特に四季折々の年中⾏
事では多くの⼈々で賑わう。⾨前町にはかつての
⾵情を残す商店が⽴ち並び、参拝者を楽しませて
いる。かつて海路からの参拝順路として利⽤され
た浜町は現在も祐徳稲荷神社とつながる観光ルー
トとなっている。浜町と祐徳稲荷神社⾨前は浜川
を利⽤した営みにもつながりがみられる。

➂⿅島城址と琴路神社の祭りにみる
歴史的⾵致

⿅島鍋島藩の城下町として形成された⿅島地区で
は、今なお藩政を慕う⼼が⼈々に息づいている。
往時の⾯影を遺す⿅島城址では、藩政期に由来す
る桜まつりが継承されている。琴路神社の例⼤祭
では、⿅島城址を取り囲み、神輿や獅⼦舞などが
巡⾏し、活気あふれる歴史的⾵致が形成される。

④浮⽴と獅⼦舞にみる歴史的⾵致

⾯浮⽴や鉦浮⽴、獅⼦浮⽴、⼀声浮⽴といった浮
⽴や扁平な⾯が特徴的な獅⼦舞が市内に広く継承
されている。浮⽴や獅⼦舞は各地区の神社に奉納
されるだけでなく、市街地や⽥園⾵景を背景に巡
⾏する。こうした祭事の光景は豊かな⾃然と各地
区の伝統を反映したハレの⽇の歴史的⾵致を伝え
ている。

ひぜんはましゅく

はまなかまちはちほんぎしゅく

はましょうづまちはまかな やまち

て、歴史的建造物が集積している。
醸造業や漁業の営みが息づき、四季折々の祭事も
継承され、⾃然環境を活かした産業や繁栄を願う
⼈々の活動が⼀体となった歴史的⾵致を形成して
いる。

ゆうとくいな り

きん ろ

ふりゅう

かね し し いっせい

計画期間：
2019年度〜2028年度



⿅島市の重点区域における事業概要
重点区域の名称：⿅島市歴史的⾵致維持向上地区 重点区域の⾯積：約212ha

歴史的建造物の保存・活⽤に関する事業
④ 歴史的建造物保存対策事業（Ⅲ-１）

伝統や⽂化を反映した⼈々の活動の継承に関する事業
⑥ 伝承芸能の公開⽀援事業（Ⅱ-２）

歴史的⾵致に対する認識に関する事業
㉑ 歴史ガイドブック作成事業（Ⅳ-７）

伝統的建造物群保存地区を除く重点区域全域において、
歴史的⾵致形成建造物に指定された建造物についての保存
修理を実施する。これにより、これまで指定等が⾏われて
いなかった歴史的建造物の保存・活⽤を推進し、歴史的⾵
致の維持及び向上につなげる。

本事業では、市全域に分布する浮⽴や獅⼦舞といった⺠
俗芸能をはじめとした伝承芸能を披露する場として、祐徳
稲荷神社境内において「かしま伝承芸能フェスティバル」
を開催し、⺠俗芸能の技術伝承および市内外の⾒物客への
認知向上につなげる。

本事業では、肥前浜宿と祐徳稲荷神社周辺をつなぐ浜川
と、浜川から⽔を引いた⽔路の親⽔環境を整備し、流域の
旧参道の散策路整備やサイクリングロードとしての道路付
帯施設や落下防⽌柵等の修景整備を⾏うことで、周辺の景
観を楽しみながら参拝回遊ができる環境を整える。

本事業では、市内の各地区の歴史や⽂化を分かりやす
く伝えるためのガイドブックである「歴史さんぽシリー
ズ」の作成を継続して⾏っていく。また、これまでのシ
リーズと合わせた統合版を作成し、⿅島市の歴史や⽂化
に関しての認知向上を図る。

歴史的建造物を取り巻く環境の保全に関する事業
⑬ 祐徳稲荷神社参拝回遊環境整備事業（Ⅲ-４）

歴史的⾵致形成建造物の候補

かしま伝承芸能フェスティバル

浜川沿いの環境

「歴史さんぽシリーズ」の⼀部



 

 

 

歴史的風致維持向上計画の認定について 

 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 

国 土 交 通 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 農 林 水 産 省 

 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり

法）」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援すべく平成２０

年５月に公布され、同年１１月に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風

致について、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法

律上の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これ

まで金沢市、高山市等７２市町の計画を認定しています。 

このたび、佐賀県鹿島市・千葉県香取市・栃木県下野市・栃木県栃木市の歴史的

風致維持向上計画を３月２６日に認定し、認定都市数は７６市町となります。なお、

今回認定を受ける各市の歴史的風致維持向上計画については、国土交通省、文化庁

及び各市のホームページに公開されます。 

 

・国土交通省 HP： 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html 

 

 

図 歴史的風致維持向上計画の認定状況 

  

別紙 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html


 

 

■国土交通省における計画認定による支援措置概要 
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